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■医学科 1年次～4 年次 

■生命科学科・保健学科 2年次～4年次 
 

4月 17日(金)から 6月 24 日までの間、鳥取地区と同様に対面授業を取りやめることとしました。 

今後は、manaba などを利用した遠隔授業(オンライン授業)を進めて行きます。 

 

 

○遠隔授業(オンライン授業)について 

今後各教科のシラバス等に記載する方向で進めています。 

1. レベル１学習：教員が講義資料や課題を manaba にアップロードし、学生の自己学習の後に質問等

を受ける。 

2. レベル２学習：教員が音声付きパワーポイント，ビデオ等と配布資料を manaba にアップロードし

たものを学生が視聴する。 

3. レベル３学習：オンライン授業と配布資料により学生がリアルタイム授業を受ける。 

注）実習、演習の扱いについては、今後各授業科目で個別に指示があります。 

 

 

○遠隔授業(オンライン授業)を受ける方法について 

1. レベル１学習：manaba「コンテンツ」から講義資料をダウンロードして自己学習後、各教員の指

示により質疑応答を行う。（場合により「お知らせ」の中に添付されています。） 
 ＊manaba のリンク先 (URL) https://manaba.center.tottori-u.ac.jp/ct/home 
 ＊manaba の使い方 (URL) https://manaba.center.tottori-u.ac.jp/ct/doc_student 
2. レベル２学習：manaba の「コンテンツ」から音声付きパワーポイント，ビデオ等をダウンロード

して視聴する。 
3. レベル３学習：オンライン授業と配布資料により学生がリアルタイム授業を受ける。 
 ＊Google ハングアウト Meet の使い方  
(URL) https://drive.google.com/open?id=19viqh-8O7refMm55Wfp2HrdjYdTwCi6T 
 

遠隔授業にあたっての注意事項 

【円滑な遠隔授業の準備のために】 

・授業専用のブラウザは Google Chrome でお願いします。 

・授業や manaba で使用するメールアドレスは〇〇@edu.tottori-u.ac.jp にしてください。 

【オンライン授業におけるルール】 

・インターネットでのビデオや資料配信に関して，無断録画や転用，拡散等の行為は厳に慎んでください。 

・該当講義前日の 16：30 までに資料をできるだけアップロードするようにしますので，各自確認してくださ

い。 

・Zoom による授業も今後検討します。 

https://manaba.center.tottori-u.ac.jp/ct/home
https://manaba.center.tottori-u.ac.jp/ct/doc_student
https://drive.google.com/open?id=19viqh-8O7refMm55Wfp2HrdjYdTwCi6T
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【通信容量の各社の対応について】 

以下から通信容量の増量についてご確認ください。 

・総務省「新型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う料金支払期限延長等の実施に係る要請」及び「新

型コロナウイルス感染症の影響拡大に伴う学生等の学習に係る通信環境の確保に関する要請」に対する

電気通信事業者の取組通達（令和 2 年 4 月 23 日更新） 

URL https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000398.html 
・ドコモ 
https://www.nttdocomo.co.jp/info/notice/page/200403_00.html 
・au 
https://www.au.com/pr/u25support/ 
・ソフトバンク 
https://www.softbank.jp/corp/news/info/2020/20200403_01/ 
・電気通信事業者の取り組み https://www.soumu.go.jp/main_content/000682994.pdf  

 

〇出席(登校)確認について 

・Webを活用した遠隔授業実施期間中は、各学科、週に２～３回程度のカードリーダーを利用した出席

(登校)確認を行います。各学科の指定場所、時間帯に学生証を持参してください。 

・出席(登校)確認日に講義プリントや課題の配布、レポートの提出が必要となる場合があります 

 

〇新型コロナウイルス感染症に関する欠席の特例措置について 

以下の理由等により欠席をせざるを得ない場合、本人の申し出により「学校保健安全法に基づく出席

停止」を準用し、授業を「出席」扱いとします。「学校保健安全法施行規則第 18条に準ずる特例の欠

席届出書」を学務課教務係へ提出してください。(様式をダウンロード・入力の上、メール添付にて

学務課教務係宛てに送付してください。) 

 なお、医療機関の「診断書」等は不要です。 

(医学部ホームページトップ> 学部生の方へ > 授業・履修 > 授業を欠席する場合を参照ください) 

(欠席届理由の例) 

 ・体調不良の場合 

 ・感染地域から通学している場合 

 ・感染リスクが高い高齢者と同居している場合 

 ・感染に対し特に強い不安を感じている場合 

  ※その他の事例については個別に検討するので学務課教務係へ連絡してください。 

https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000398.html
https://www.nttdocomo.co.jp/info/notice/page/200403_00.html
https://www.au.com/pr/u25support/
https://www.softbank.jp/corp/news/info/2020/20200403_01/
https://www.soumu.go.jp/main_content/000682994.pdf
https://www.med.tottori-u.ac.jp/current/3423/2614/
https://www.med.tottori-u.ac.jp/current/3423/2614/

